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Ⅲ 持続可能な自治体経営に向けて ～今後の財政運営の方向性～ 

 

 

 

 
 

１ 区財政を取り巻く現状  

（１）歳出総額と一般財源（歳入）の推移について 

○  歳出総額と区が自由に使途を決めることができる一般財源（歳入）のギャップは令和４年

度で 1,200 億円を超えており、国・都支出金等の特定財源のほか、これまでに蓄積してき

た財政基金からの取り崩しなどにより賄っている状況です。 

○  今後も、引き続き物価高騰への対応、子育て支援策や超高齢社会への対応、公共施設の維

持更新、重要な成長戦略となる社会資本の整備など多くの行政需要を抱える中、国による不

合理な税制改正の影響等も受け、歳出に対し歳入が不足する厳しい財政環境が継続すること

が想定されます。 

○  こうした状況においても、区政が直面する課題の着実な解決と財政の健全性を両立し、持

続可能な行財政運営を進めていく必要があります。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

※R2 は特別定額給付金 

給付事業を除外して 

います。 

○  現在の区財政は健全性を堅持していると考えていますが、将来の財政需要と

不透明な景気動向を踏まえ、引き続き、状況を注視していく必要があります。 

○  これまでの決算分析等を踏まえ、区財政を取り巻く現状を分析し、今後の財

政運営の方向性をお示しします。 

1,808

2,245

3,013

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4

億円

歳出総額

特別区税

特別区交付金
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1,504

歳出総額と一般財源（歳入）の推移

歳出総額と

一般財源のギャップ

→ 1,200億円越え
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（２）不合理な税制改正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（億円）

令和５年度

法人住民税法人税割の交付税原資化 ▲ 2,469

法人事業税交付金の創設 470

合計 ▲ 1,999

※１　法人住民税（市町村民税分）は都区財政調整制度の原資である調整税等の一部であり、都区共通の財源

　　　 （都44.9％：区55.1％）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《法人住民税（法人税割）の影響額》　　　　　※特別区長会事務局試算

影響見込額

特別区への影響額

（市町村民税分）

55.1％ベース　※１

  

 

 

 

 

① 法人住民税の一部国税化について 

○  平成 26 年度税制改正において、自治体間の財源調整の手段として、地方税であ

る法人住民税の一部が国税化され、その全額を地方交付税の原資とする見直しが強

行されました。 

○  また、消費税率が 10％に引き上げられたことにあわせて、法人住民税の国税化

が更に拡大されました。 

○  法人住民税は特別区交付金の原資となるものです。法人住民税の国税化により、

受益と負担に基づく応益課税という地方税の原則がないがしろになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地方消費税交付金（地方消費税の清算基準の見直し）について 

○  地方消費税の清算基準については、これまでの不合理な見直しに加え、平成 30

年度税制改正では、人口の比率を大幅に引き上げ、従業者数の基準数値を廃止す

る等の見直しが行われました。 

○  清算基準については、あくまで「税収を最終消費地に帰属させる」という本来

の趣旨に沿った基準に見直すべきです。 

●法人住民税の一部国税化は、拡充すべ

き自主財源である地方税を縮小するこ

とにほかならず、地方分権の流れに逆行

している。 
  

●地方の財源を吸い上げることなく、国

の責任において行うべき。 

※特別区長会事務局試算 《法人住民税の国税化（イメージ図）》

<国税化前> <国税化後>

市町村

都道府県分

市町村

都道府県分

地方法人税

約１兆8,814億円

地方交付税

原資化

交付団体

（Ａ県）

交付団体

（Ｂ市）

不交付団体

（特別区）

交付される

交付されない

※ 令和３年度決算ベース

 
約１兆 8,875 億円 

 ４ 
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③ ふるさと納税制度について 

○  税の使われ方を考えるきっかけとな 

ること、生まれ故郷やお世話になった 

地域の力になれること等、「ふるさと 

納税」制度の趣旨には賛同しています。 

○  しかし、一方では、返礼品を受けた 

区民は恩恵を受け、その他の区民は減 

収による区民サービスの低下を受け入 

れざるを得ないといった不公平が生じ 

るなど、制度に歪みが生じています。 

○  個人住民税所得割額の控除上限が１割から２割へ拡大されたほか、ワンストッ

プ特例制度が創設され、自治体間の過剰な返礼品競争を受けて寄附額が激増しま

した。令和元年度に返礼品を寄付額の３割以下にするなどの見直しが行われたも

のの、依然として特別区民税における減収額は増加しており、平成27年度からの

累計額は約167億円となりました。引き続き制度本来の趣旨に立ち返った見直し

を行うべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
※不合理な税制改正等に対する特別区の主張については、 

特別区長会ＨＰ（http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html）にて、 

ご覧いただけます。 

都市部のシェアが比較的高い

指標である「統計」の比率を

引き下げ、「従業者数」を廃止

する一方、 

統計で把握できない部分を補

う指標である「人口」の比率

が大幅に引き上げられた 

清算基準の見直しによる 

影響額（R５見込み） 

☞ 特別区全体 418 億円 

※特別区長会事務局試算 

《地方消費税清算基準の見直し》

指定統計（商業統計、経済センサス） 人口 従業者数

消費指標 消費代替指標

<平成27年度税制改正>

75% 15% 10%

<平成29年度税制改正>

75% 17.5% 7.5%

拡大

※統計から通信・カタログ販売及びインターネット販売を除外

<平成30年度税制改正>

50% 50%

<平成９～26年度>

75% 12.5%12.5%

※統計から情報通信業、土地売買業等を除外

拡大

大幅に拡大

2 7

14

19

26 27

34

42

50

0

10

20

30

40

50

H27 28 29 30 R元 2 3 4 5

《ふるさと納税による減収額》（大田区）
億円

年度

累計約220億円

の減収※

※ 平成27年度から令和５年度までの累計減収額

http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html
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ふるさと納税制度は抜本的な見直しが必要                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特別区民税に占めるふるさと納税による減収額の割合の推移（大田区） 

 

 

 

 

 

 

 
 

■寄附額と運営経費等の推移（地方全体） 

 

 

 

 

 

 

○  令和５年度の特別区全体におけるふるさと納税による減収額は約829億円が見

込まれており、これは23区の小中学校給食費３年分に迫る額になっています。 

○  大田区においても減収額は年々増加しており、特別区民税に占めるふるさと納

税による減収額の割合は令和４年度で5.7%となりました。 

○  また、地方全体でみると、ふるさと納税による住民税控除額に自治体が負担す

る返礼品等募集費⽤を加えると、寄附額を上回っており、地方自治体総体でみる

と、寄附額に見合わない負担が生じています。 

○  不透明な景気情勢の中、ふるさと納税による減収は、これまで以上に、特別区

の財政運営に深刻な影響を及ぼしており、今こそ、制度を巡る様々な問題に対処

すべく抜本的な見直しを行うべきです。 

○ 平成27年度は0.2%だった

が、個人住民税所得割額の控

除上限が１割から２割へ拡大

された等の不合理な税制改正

の影響もあり、令和４年度は

5.7%を占めている状況 

※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」を基に

作成。住民税控除額は毎年１～12⽉の寄附額に基づく

次年度分。 

○ 返礼品等募集費⽤(事務費等含む)と次

年度の税控除額を合わせると、寄附額を

上回り、地方自治体総体でみると、寄附

額に見合わない負担が生じている 

ふるさと納税による住民税減収額

(次年度分)と返礼品等募集費用の

合計

11,314

寄附額

9,654

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

29 30 R元 2 3 4

億円

年度

0.2

1.1

2.0
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区民税に占める

ふるさと納税減収額の割合（右メモリ）

特別区民税

億円 ％

年度 
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（３）増加する社会保障関係経費への対応 

① 扶助費（性質別）と民生費（目的別）の推移                              

○  性質別でみると、決算額、構成比ともに扶助費が大きく伸びていることが分かり

ます。平成 19年度は歳出総額に占める扶助費の割合は 23.7%、497億円でしたが、

令和４年度は 37.4%、1,126 億円となりました。 

○  目的別でみると、決算額、構成比ともに民生費が大きく伸びていることが分かり

ます。平成 19年度は歳出総額に占める民生費の割合は 45.6%、958 億円でしたが、

令和４年度は 56.0%、1,687 億円となりました。内訳をみると、児童福祉費が突出

して増加していることが分かります。 

○  社会保障関係経費は年々増加傾向であり、少子化・超高齢社会への対応で今後も

高い水準で推移することが想定されます。 
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1,126
958

1,68745.6

歳出総額に対する民生費の割合（右メモリ）

56.0

23.7

歳出総額に対する扶助費の割合（右メモリ）
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億円 ％

※令和２年度の歳出総額は、「特別定額 

給付金給付事業」を除外している。 

扶助費（性質別）と民生費（目的別）の推移 

社会福祉費

老人福祉費

303

児童福祉費 711

生活保護費
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児童福祉費は R４年度 711 億円、 

H19 年度比で 135.1%の増 

民生費（内訳）の推移 億円 

年度 
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76 69 71 61 58
90 103 109

560 565 544 573
612 606 610 643
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［大田区］地方消費税交付金（社会保障財源分）と

扶助費・特別会計繰出金（一般財源充当分）の推移億円

年度

地方消費税交付金（社会保障財源分） 扶助費・特別会計繰出金（一般財源充当分）

210

扶助費充当

経常一般財源

395

13.1

経常一般財源等総額に占める

扶助費充当経常一般財源の割合（右メモリ）

21.6
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億円 ％

年度

② 扶助費に充当する経常一般財源の推移等について              

○  経常一般財源等総額に占める扶助費充当経常一般財源の割合は、令和４年度は

21.6%となりました。金額は 395 億円となり、平成 19 年度と比較して約 1.9 倍、

約 185 億円増加しました。 

○  社会保障関係経費は年々増加傾向であり、拘束される一般財源の割合が大きくな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 
            

③ 社会保障関係経費の財源について 

○  社会保障関係経費の増加により、区が負担する一般財源は増加しています。 

○  消費税率引き上げに伴い、引き上げ分の地方消費税収は「社会保障施策に要する

経費」に充てるものとされております。しかし、清算基準の見直し（不合理な税制

改正）により、税率引き上げによる増収額を実質的に失っている状況です。 

○  扶助費、特別会計繰出金の一般財源充当分と地方消費税交付金（社会保障財源分）

の差は令和４年度で約 530 億円を超えており、区の負担は増えている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］消費税・地方消費税の税率等

～９⽉ 10⽉～

消費税＋地方消費税 5%

消費税 4%

うち地方交付税分 1.18%

うち0.7%分は

社会保障財源

うち1.2%分は

社会保障財源

区分

R2年

４⽉1日

～

H26年

4⽉～

～H26年

3⽉31日

地方消費税

R元

8% 10%

6.3% 7.8%

1.40% 1.52%

1%

1.7% 2.2%

経常一般財源等総額に占める扶助費充当経常一般財源の割合等の推移 

←  

約
５
３
０
億
円  

→ 

※ 「扶助費充当経常一般財源」とは、扶助費（経常分）から充当する特定財源（国・都支出金等）を除いた金額を指す。 

※ 「経常一般財源等総額」とは、特別区税や特別区交付金などの使途が特定されない収入の金額を指す。 
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２ 今後の財政運営の方向性  

（１）施策の新陳代謝 

○  令和５年度予算編成において、基幹財源等収入は、前年度比99億円増の1,827億

円と過去最高となりました。この増収分は、新たな取組や事業拡充に活⽤しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  既存事業の見直しや経常的経費の精査等により財源を捻出し、規模増・単価増等

の増額分や投資的経費の財源に振り向けることで、絶えず施策の新陳代謝を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規・レベルアップ事業の財源 新規・レベルアップ事業の構築件数 

※基幹財源等は、特別区税、特別区交付金、税連動交付金等です。 

※新規・レベルアップ事業は、投資的経費を除きます。 

年度 

 

 

新規・ 

レベルアップ 

９５億円 

歳出 財源 

基幹財源等 

税収の伸び 

９９億円 

既存の事務事業の見直し・再構築による施策の新陳代謝に引き続き取り組み、真に

必要な事業に財源を振り向けていきます。  

施策の新陳代謝 

投資的経費へ財源を 

振り向ける 

既存事業の見直し等で 

施策の新陳代謝に取り組み、 

財源を捻出 

歳出 財源 

歳出改革 

(歳出減額分) 

１６４億円 

※公債費は除外 

 

規模増、単価増 

等の増額分 

１０９億円 

 

５５億円 
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（２）経常収支比率改善に向けた取組 

○  令和４年度の経常収支比率は、2.5ポイント改善し、80.0%となりました。事務

事業の見直し・再構築の取組に加え、予算編成過程における経常的経費の精査など、

歳出構造の改善の取組が効果をあげており、80%台を堅持していることに鑑みると、

強固で弾力的な財政基盤の確立に向け、一定の成果が得られているものと分析して

います。 

○  一方、令和４年度の特別区平均76.7％と比較すると未だ高い水準となっているこ

とや依然として扶助費や物件費等は上昇傾向であることから、引き続き経常的経費

の精査を行っていく必要があります。 
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［参考］平成元年度からの経常収支比率の推移 

 ％ 

年度 

引き続き、経常収支比率改善に向けた取組を不断に行い、新たな財政需要にも柔軟

に対応できる、強固で弾力的な財政基盤を築いていきます。 
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バブル経済崩壊後の一般財源の減による基金取崩

取崩額（左メモリ）

積立額（左メモリ）

312 

1,363 特別区債残高（右メモリ）

149 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

50

100

150

200

250

300

H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4

億円

発行抑制と着実な区債償還
による残高の減少

発行抑制

大量発行

億円

特別区債発行額（左メモリ）

年度

（３）財政対応力の堅持と効果的な活用                             

① 計画的な基金の積立と活用 

○  区は、これまで計画的に基金の積立を行ってきました。バブル経済の崩壊やリー

マンショック、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の停滞等による一般

財源の減収局面においても、基金を適切に活⽤することで、安定的・継続的に行政

サービスを提供してきました。 

○  今後も、一般財源の減収や将来の財政需要に備えるため、計画的に基金残高を確

保していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別区債残高の圧縮、発行余力の蓄え 

○  区は、特別区債の発行抑制や償還を進めたことで、平成10年度末に1,363億円あ

った特別区債残高を、令和４年度末で149億円にまで圧縮しました。 

○  今後も将来負担を考慮しつつ、これまで培ってきた発行余力を活かし、計画的か

つ戦略的に活⽤していきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

積立基金の積立額・取崩額、残高の推移 

 

特別区債発行額、残高の推移 

 

今後も、計画的に積み立ててきた基金やこれまでに順調に償還してきた特別区債

残高の推移に十分留意し、質の高い行政サービスを安定的に供給できる行財政運

営を進めていきます。 
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○  区が直面する課題への対応と財政の健全性の維持を両立させるためには、行財

政運営の体質改善を図る取組が必要です。令和５年度予算編成では、基幹財源等

の増収分は、新規・レベルアップ事業を中心に財源を振り向け、規模増・単価増

等の増額分は、既存事業の見直し・経常的経費の精査等により捻出した財源を振

り向けるなど、絶えず施策の新陳代謝を行いました。 

○  景気変動に左右されやすい不安定な歳入構造である区が、質の高い行政サービ

スを安定的に提供していくためには、財政対応力の堅持と効果的な活⽤が欠かせ

ません。不⽤額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を活⽤し、

特別区債の発行抑制や基金の取崩抑制、公共施設や都市機能の維持・更新に向け

て将来を見据えた財源の確保などを行い、財政の持続可能性の確保に努めてまい

ります。 

○  現在の区財政は健全性を堅持していると考えていますが、引き続き、物価高騰

等に苦しむ区民生活や区内経済を支えるとともに、激甚化する災害リスクへの備

え、子育て支援策や超高齢社会への対応、公共施設の維持更新、重要な成長戦略

となる社会資本の整備などの区が直面する課題に適切に対応していく必要があ

ります。 

○  こうした状況を踏まえ、これまで以上に良質で満足度の高い行政サービスを提

供していくため、限りある経営資源を効果的・効率的に配分しながら新たな価値

と魅力を生み出し、地域として成長し続けることで持続可能な自治体経営の実現

に向けて取り組んでいきます。 
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